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保育認定について 

「子ども・子育て支援新制度」では、和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の利用を希望する場合は、

「教育・保育給付認定」を受けていただくことが必要です。「教育・保育給付認定」には児童の年齢や保護者の

状況に応じた３つの区分があり、 区分により利用できる施設が異なります。 

施設の概要 

幼 稚 園・・・・・小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育を行います。 

 保 育 所・・・・・保護者が仕事や病気のため児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育を行い 

               ます。小学校入学準備や集団生活を体験させるため等の理由では利用できません。 

 認定こども園 ・・・・・幼稚園と保育所の機能をあわせもち教育と保育を一体的に行います。保護者の就労の 

             状況に関わりなく、園児は教育・保育を一緒に受けます。 

３つの認定区分 

 
              ※短時間保育のみの園もあります。保育時間について詳しくは１３ページ～をご覧ください。 

保育認定の事由 

保育所、認定こども園（保育部分）を利用するには、保育認定（２号認定・３号認定）を受けていることが必要 

です。保育認定を受けるのは、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のどれかに該当しているため、

保育できない場合に限られます。「下の子の世話をするため」「集団生活に慣れるため」「近所に友達がいない

ため」「保育所に慣れているので続けたい」等は保育認定の理由とはなりません。 

 

【 保育を必要とする事由・保育必要量・認定有効期間 】 

保育を必要とする事由 保 育 必 要 量  認 定 有 効 期 間  

１ 就労 
標準時間 月１２０時間以上の就労 小学校就学まで 

（保育の必要性がなくなったとき
はその時点まで） 短時間 月４８～１２０時間未満の就労 

２ 妊娠・出産 
標準時間（短時間保育のみの園は短時

間となります） 

出産月と前後２か月の最長５か

月（期間終了後は退所となりま

す。） 

３ 保護者の疾病、障害 標準時間／短時間 治療に必要な期間 

４ 同居親族の介護・看護 標準時間／短時間 介護・看護に必要な期間 

５ 災害復旧 標準時間 必要な期間 

６ 
求職活動 
（起業準備を含む） 

短時間 
３か月（期間内に就労しない場

合は退所となります。） 

７ 就学 標準時間／短時間 卒業（修了）まで 

８ 
虐待やＤＶのおそれが
あること 

標準時間 必要な期間 

９ 
育児休業取得中の 
継続利用（就労認定で
入園された方に限る） 

短時間 
育児休業対象児童が１歳になる

年度末まで 

教育・保育給付認定区分 対象となる子ども 利用できる施設 

教育標準時間認定 
（１号認定） 

満３歳以上で教育を必要とする子ども 

幼稚園 

認定こども園

（教育部分） 

満３歳以上・保育認定 
（２号認定） 

満３歳以上で保育を必要とする子ども 
保
育
必
要
量 

標準時間／短時間 

（11時間） （8時間） 
保育所 

認定こども園

（保育部分） 
 満３歳未満・保育認定 

（３号認定） 
３歳未満で保育を必要とする子ども 

標準時間／短時間 

（11時間） （8時間） 



保育必要量（施設利用時間）の認定 

保育認定では更に保育施設を利用できる時間「保育必要量」の認定を行います。 

保育を必要とする事由やその状況により次の２つの利用時間に区分されます。 

保育短時間 １日最長 ８時間までの保育（パートタイム就労を想定した利用時間） 

保育標準時間 １日最長１１時間までの保育（フルタイム就労を想定した利用時間） 

   認定された保育必要量の時間内で施設を利用することができます。 

※短時間・標準時間の時間帯の設定は施設が行います。施設が設定した時間帯以外に施設を利用する時

間は、「延長保育時間」となり、延長保育料が必要となります。 

 
 
【例】7 時開園、19 時閉園の保育所 短時間帯 8時～16 時、標準時間帯 7時～18 時の場合 

 ※施設により、開（閉）園時間、保育時間が異なります。延長保育を実施していない園もあります。 

 ※「保育標準時間」に該当する場合でも「保育短時間」の認定に変更することはできますが、 「保育短時間」 

  に該当する場合は「保育標準時間」に変更できません。 

 

保育認定の有効期間 

  原則、２号認定は小学校就学まで、３号認定は満３歳の誕生日の前々日までが認定の有効期間です。 

  ただし、保育の必要性がなくなった場合は、その時点までとなります。 

   「妊娠・出産」は産後２か月まで、「求職活動」は３か月と期間が制限されています。 

   ◆３号認定の児童が３歳になるときは、２号認定に変更した支給認定証を交付します。申請等の手続は 

    は必要ありません。 

（例）令和８年６月出産予定の場合・・・令和８年４月～８月末までの認定となります。 

 

育児休業認定について 

就労認定で入園された場合に限り、育児休業取得中にも保育認定を受けることが可能になります。 

最長で育児休業対象児童が１歳になる年度の末日までとなり、それ以上育児休業を取得される場合は退

所となります。ただし、就労認定で在園していた園での継続利用に限ります。 

   現在育児休業を取得中で、入園の翌月末までに復職されない方は、保育の申込みができません。 

 

施設利用申込について 

基本的に年齢別のクラスで保育をします。申込年度の４月１日現在の年齢でクラスが決まります。 

 令和８年度 年齢別クラス  お子さんのクラスをご確認ください。 

クラス 生 年 月 日 

０歳児 令和７年４月２日～     

１歳児 令和６年４月２日～令和７年４月１日 

２歳児 令和５年４月２日～令和６年４月１日 

３歳児 令和４年４月２日～令和５年４月１日 

４歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日 

５歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日 

7:00   8:00                             16:00       18:00   19:00  

延長 
保育 

保育短時間（８時間）  延長保育 
 

保育標準時間（11 時間） 
延長
保育 

7 時～8時、16 時～19時が 
延長保育時間 

18 時～19時が延長保育時間 



申込のながれ 

 
家や職場から近い園、教育方針に共感できる園など、通いたい園の候補を決めます。 

    右の二次元コードから各園のおおまかな場所がわかる地図をご覧ください。 

 

 

    行事等のため対応できない場合がありますので、 

まずは見学を希望する園へ直接電話して見学の日時をご相談ください。 

見学では、①施設までの所要時間を計り、送り迎えが可能か、②立地、③設備、④在園児や保育の様

子を確認し、⑤利用者負担額以外の費用や保育時間等について詳しく聞いてください。 

 

    ＜注意事項＞ 

＊障害のある児童・特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、障害の特性や程度、保育士の

配置、クラスの状況などによっては受け入れできない場合があります。お子さんの健康状態、発達状

況に不安がある場合は、保育こども園課までお問合せください。 

＊食物アレルギーのある児童については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基づき除

去食や代替食での対応をしていますが、重度の場合は、お弁当を持参いただく場合もあります。施設

により対応が異なりますので、直接施設にお問合せください。 

 

    各園の空き状況は毎月、月初めに和歌山市 HPに掲載しております。参考までにご覧ください。 

（４月の受入予定数は１１月初め頃） 

 

     

必要な書類を揃えて、保育こども園課までお持ちください。               

    就労証明書等、ご自分で記入することができない書類につきましては余裕を持った準備をお願いします。 

    必要な書類、申込時期については４～５ページをご覧ください。様式については右の二次元コードから 

    ダウンロード可能です。 

     申込締切後、保護者の就労状況や家庭状況等から保育の必要性の高さによって    

利用調整を行います。              

 

 

     ４月の結果は２月中旬、５月～３月の結果は毎月２５日頃までに通知します。 

     入園できることが決まったら、園での説明を受けて入園準備を整えてください。 

 

 

入園後しばらくの期間、短い時間から徐々に保育時間を延ばしていく「慣らし保育」が行われます。慣ら

し保育の時間・期間は、園により、また、お子さんの状況により異なるので、各施設でご確認ください。 

どこの園に通いたいか、いくつか園をピックアップ 

希望園に TEL・子どもと一緒に見学 

利用調整 

保育こども園課へ利用申込 

結果の通知 

入園・慣らし保育スタート 



 

利用申込の手続 

 
申込の要件   ◆保護者及び児童が和歌山市民であること。 

              申込時点で市民でない方は、利用開始日（毎月１日）までに住民異動ができること。 

           ◆保育を必要とする事由に該当すること。           

   面接による家庭調査を行いますので、郵送での申込は受け付けていません。  

   家庭事情に詳しい方（父、母等）がお越しください。  

 

令和８年４月利用申込 
●受付期間  令和７年１１月７日（金）～１１月２８日（金） 

●受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

●受付場所  市役所東庁舎２階  保育こども園課  

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
令和８年５月以降利用申込 

●受付期間  施設の利用開始日は毎月１日です。 

利用希望月の前々月１６日～前月１５日の間が受付期間です。 

（１６日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、１５日が土・日・祝日の場合はその直前の平日。） 

  令和８年度 各月申込受付期間   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用希望月 受付期間 利用希望月 受付期間 

５月 ３月１６日～４月１５日    １１月  ９月１６日～１０月１５日 
６月 ４月１６日～５月１５日    １２月 １０月１６日～１１月１３日 
７月 ５月１８日～６月１５日 令和９年 １月 １１月１６日～１２月１５日 
８月 ６月１６日～７月１５日     ２月 １２月１６日～ １月１５日 
９月 ７月１６日～８月１４日     ３月  １月１８日～ ２月１５日 

 １０月 ８月１７日～９月１５日  

 結果は、令和８年２月中旬までに文書で通知します。 

利用内定の方・・・内定通知と支給認定証を送付します。 

利用保留の方・・・保留通知と支給認定証を送付します。（保留通知は原則１度の送付となります。）  

利用申込は令和８年度中有効ですので、５月以降、毎月利用調整を行い※、内定した場合は利用開始月の

前月２５日頃までに連絡します。 

※保留（待機）中に保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、利用調整の対象外となります。 

 

 結果は、利用開始月の前月２５日頃までに通知します。 

利用内定の方・・・電話で連絡します。（支給認定証は施設を通じて配布します。） 

利用保留の方・・・保留通知と支給認定証を送付します。 

（保留通知は原則１度の送付となります。） 利用申込は令和８年度中有効ですので、翌月以降、毎月利用

調整を行い※、内定した場合は利用開始月の前月２５日頃までに連絡します。  

※保留（待機）中に保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、利用調整の対象外となります。 

●受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

●受付場所  市役所東庁舎２階  保育こども園課 

◆育児休業からの復職の場合は、慣らし保育のため復職月の１か月前から利用申込可能です。

（８月１日復職の場合、７月１日から利用申込可能です。６月１５日までに申込んでください。） 

 

初日はたいへん混み合います。 

先着順ではありませんので、初日を

避けて期間内にお申込ください。 



申込に必要な書類   （１）（２）の書類は子ども 1 人に１枚、（３）（４）は申込児童数のコピーが必要です。               

 （１） 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書、保育利用調整申込書 

 （２） 発達状況表 

 （３） 保育の利用を必要とする証明書 

    証明書類は父母それぞれに必要です。父母ともに就労の理由であれば、それぞれの就労証明書が必要です。  

 （４） その他の書類  次に該当する方は、以下の書類もご用意ください。 

令和７年１月２日以降に和歌山市へ転入

した方 

前住所地の令和７年度市町村民税課税（非課税）書類（写し） 

令和８年１月２日以降に和歌山市へ転入

した方 

前住所地の令和７年度市町村民税課税（非課税）書類（写し） 

令和８年６月以降上記に加え、前住所地の令和８年度市町村民

税課税（非課税）書類（写し） 

生活保護受給世帯 生活保護受給証明書 

 同居の在宅障害児（者）がいる場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 ひとり親家庭 児童扶養手当を受給している場合、手当証書（写し） 

 （５） そのほか持参していただくもの 

母子手帳 

個人番号（マイナンバー）確認書類及び本人確認書類 

  番号確認書類・・・・①個人番号カード ②個人番号通知カード又は個人番号が記載された住民票写し 

  本人確認書類・・・・③免許証、パスポート、障害者手帳 等 のうち１点 

              ④健康保険証、医療受給者証、児童扶養手当受給者証 等 のうち２点 

  ①をお持ちの方は①のみ、①のない方は②及び③又は④をご持参ください。  

   ※上記以外にも必要な書類の提出をお願いすることがあります。  

※書類が揃っていない場合は受付できません。 

   ※不正又は虚偽が判明した場合は、退所していただくことがあります。 

  申 込 理 由 証   明   書   類 

就 労 
会社等に勤務している方、 

自営・自営協力、在宅勤務、内職、農業等の方 
就労証明書 

妊 娠 ・ 出 産 母子手帳（表紙及び分娩（出産）予定日の記載されたページ）の写し 

保護者の疾病、障害 

身体障害者手帳等ある方 手帳及び疾病・障害申告書 

身体障害者手帳等ない方 
診断書（医師が保育を必要とする状況・治療見込期間

を記載したもの）、疾病・障害申告書 

同居している親族の 

介 護 ・ 看 護 

身体障害者手帳等ある方 
手帳及び介護・看護状況申告書 

（介護サービス利用者は）週間サービス計画表 

身体障害者手帳等ない方 

診断書（医師が保育を必要とする状況・治療見込期間

を記載したもの） 

介護・看護状況申告書 

（介護サービス利用者は）週間サービス計画表 

災 害 復 旧 り災証明書 

求 職 活 動 
申込時の提出書類はありません。利用開始後３か月以内に就労を決定し、「就労証

明書」及び「施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。 

就 学 学生証（在学証明書）及び時間割 

虐待やＤＶのおそれ 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書 



利用者負担額（保育料）について 

 

０～２歳児の市町村民税非課税世帯 及び ３～５歳児 

幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は０円となります。 

３～５歳児の給食費は別途必要です。 

ただし、    の階層に該当する子ども、もしくは同一世帯に扶養している子どもが３人以上いるときの３人

目以降の子どもは副食費（おかず代）免除となります。 

主食費（ごはん、パン代）は階層・家族構成に関係なくお支払い頂きます。  

※４月１日時点の年齢です。年度途中で３歳に達しても、その年度中は幼児教育・保育の無償化の対象外です（市

町村民税非課税世帯を除く）。 

 

０～２歳児（市町村民税非課税世帯を除く） 

利用者負担額は、施設を利用する児童と生計を同一にする父母（又は祖父母等）の市町村民税額の合計 

 額で決まります。 給食費は利用者負担額に含まれております。 

毎年９月が利用者負担額の切り替え時期です。 

 

 

 

       

   和歌山市保育所・認定こども園（保育部分） 利用者負担額表（月額）       令和７年１０月１日現在 

階層 定            義 
金額 

標準時間 短時間 

Ａ 生活保護世帯等 0 円 0 円 

Ｂ１ 
市町村民税非課税 

ひとり親世帯等（※） 0 円 0 円 

Ｂ 上記以外 0 円 0 円 

Ｃ１ 市町村民税 

均等割のみ課税 

ひとり親世帯等（※） 4,500 円 4,500 円 

Ｃ２ 上記以外 10,700 円 10,700 円 

Ｃ３ 

市 

町 

村 

民 

税 

所 

得 

割 

額 

48,600 円 

未  満 

ひとり親世帯等（※） 4,500 円 4,500 円 

Ｃ４ 上記以外 13,600 円 13,400 円 

Ｃ５ 48,600 円以上 

57,700 円未満 

ひとり親世帯等（※） 4,500 円 4,500 円 

Ｃ６ 上記以外 18,000 円 17,700 円 

Ｃ７ 57,700 円以上  

59,600 円未満 

ひとり親世帯等（※） 4,500 円 4,500 円 

Ｃ８ 上記以外 21,000 円 20,700 円 

Ｃ９ 59,600 円以上 

77,101 円未満 

ひとり親世帯等（※） 4,500 円 4,500 円 

Ｃ１０ 上記以外 24,900 円 24,500 円 

Ｄ１ 77,101 円以上 97,000 円未満 30,000 円 29,500 円 

Ｄ２ 97,000 円以上 119,900 円未満 35,600 円 35,000 円 

Ｄ３ 119,900 円以上 137,100 円未満 40,900 円 40,300 円 

Ｄ４ 137,100 円以上 169,000 円未満 44,500 円 43,800 円 

Ｄ５ 169,000 円以上 301,000 円未満 54,900 円 54,000 円 

Ｄ６ 301,000 円以上 397,000 円未満 64,000 円 63,000 円 

Ｄ７ 397,000 円以上 74,000 円 72,800 円 

                 ※在宅障害児（者）のいる世帯は、ひとり親世帯等（※）に含まれます。 

        令和８年４月～８月      令和８年９月～令和９年８月 

令和７年度市町村民税を基に決定 令和８年度市町村民税を基に決定 

 

３
～
５
歳
児 
副
食
費
（
お
か
ず
代
）
免
除
対
象 



利用者負担額・留意事項 

○住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控

除の適用はありません。 

   ○利用者負担額は児童の父母の市町村民税額の合計によって決定しますが、父母の収入合計額が生活保護

基準額以下で、生計を同一にする祖父母等がいる場合、祖父母等のうち税額の高い方を家計の主宰者とみ

なして決定します。 

○税額に変更があった場合は、当該税額による賦課開始月に遡って利用者負担額を変更します。 

○保護者の単身（海外）赴任による「別居」、離婚前の「別居」（離婚調停中を除く。）、離婚後の元配偶者との 

「同居」、内縁関係の方との「同居」は、同一生計とみなします。 

○同一生計でない、別生計と認められるのは同一敷地内の別家屋又は同一家屋で、水道光熱費を別々に支 

払っているなど、世帯ごとに生活が独立している場合です。 

○利用者負担額は、１か月単位となっており、原則として、日割り計算はできません。 

月途中で退所した場合でも、１か月分の額をお支払いただきます。 

○利用者負担額は、各園で定められた期日内にお支払ください。 

正当な理由なく利用者負担額を滞納した場合は、地方税の例により滞納処分することがあります。 

滞納がある場合、利用申込、転園申込において不利になります。 
 

市民税額の見方 

次の市民税決定通知書は市民税が給与天引きの方に、毎年６月中に勤務先の会社等から配布されます。 

市民税が給与天引きでない方には、市民税課から市民税納税通知書を送付しています。 

 

 計 算 例  

① 父、母、５歳、２歳の園児の世帯  

市民税所得割額（父：96,300 円＋母：0円） 

住宅借入特別控除（市民税額控除） 24,240 円 

96,300 円＋24,240 円-3,600 円＝116,940 円  

階層はＤ2    ５歳児は幼児教育・保育の無償化のため０円 

２歳児は前項①により多子軽減で半額となるため、35,600 円の半額で 17,800 円                                     

② 母、小学生、２歳の園児の世帯  

 市民税所得割額  母：65,300 円  住宅借入特別控除等 なし 

 65,300 円-3,600 円＝61,700 円 

階層はＣ９     Ｃ９階層は２子以降の負担額免除のため無料 

③ 父、母、大学生、中学生、２歳の園児の世帯  

 市民税所得割額（父：188,600 円＋母：155,000 円）-15,000 円-3,600円＝325,000円住宅借入特別控除等なし                  

階層はＤ６     同一生計の３人目の子どものため申請により無料 

所得割額⑥  96,300 

 

住宅借入特別控除市 24,240円  住宅借入特別控除県 16,160円 

均等割額⑦  3,500 

00 

利用者負担額計算には、   の額を 

用います。 

利用者負担額算定に住宅借入特別控除、寄付金控除等

の適用はありませんので、控除額を足し戻します。 

 

市
民
税 

令和 7 

 



生計を同じにする子どもが２人以上いる世帯の利用者負担額について 

 

 

                            申請不要                               

                                                                   ※ 

 

 

 

                                          申請書を出すことにより、２子目も無料に。 

 

 

  

保育所、認定こども園、幼稚園等を 

利用中の子どもが２人以上いる                         

                                              ※ 

   

 

 

 

 

同一世帯に扶養している子どもが３人以上 

（幼・保を利用中かは問わない） 

 

 

 

                              申請不要 

                                                                   ※      

 

 

 

 

※①両親の税額変更による階層の変化、②世帯構成の変更、③上の子どもの小学校への入学 

等によって利用者負担額が大きく増減することがあります。 

 
 
 
 
 

和歌山市独自の年少扶養控除   

平成２７年度新制度開始による多子世帯の利用者負担額の急激な負担増を避けるため、市では独自の年 

少扶養控除計算を行う負担軽減策を設けています。 

父母の市町村民税所得割額合計から次に該当する金額を控除して、利用者負担額を算定します。 

   ・扶養している１９歳未満の子どもが 2人以上いる場合  3,600 円 

   ・扶養している１６歳未満の子どもが 3人以上いる場合 （16 歳未満子どもの数－2）×22,800 円 

   ・扶養している１６歳以上１９歳未満の子どもがいる場合 （16 歳以上 19歳未満子どもの数）×15,000 円 

  
  

階層が 

C２、C4、C6 の場合 

１子目の年齢に関係なく 

２子目半額、３子目以降は無料 

 

                                     

階層が 

C8、C10、D1～7 の場合 

２人目は半額 

３人目以降は無料 

申請書を出すことにより、 

３子目以降は無料 

階層が             

C1、C3、C5、C7、C9 の場合 

１子目の年齢に関係なく、

２子目以降は無料 



申込についての注意事項 

①育児休業期間中の申込 

入園月の翌月末までに復職（育休取得前の職場に戻ること）することが必要です。復職した日から１か月

以内に復職証明書を提出してください。提出がない場合、又は復職予定日に復職していない場合は退所とな

ります。 

 

②利用希望月に「就労」認定で出産予定のある方 

就労で認定されている方であっても入園後１度も就労せずに産休に入られて、出産月の２か月後に就労

に復帰しない場合は退所となります。産後休暇後、育児休業を取得する場合も、継続利用はできません。 

 

④ 採用（就労）内定の方の申込 

入園月の翌月末までに就労証明書記載の勤務先・条件で就労開始することが必要です。就労開始した日

から１か月以内に就労開始証明書を提出してください。提出がない場合、又は記載の就労条件で就労してい

ない場合は退所となります。 

入園後の注意事項 

①慣らし保育 

入園後しばらくの期間、新しい生活に慣れるため短い時間から徐々に保育時間を延ばしていく「慣らし保 

育」が行われます。慣らし保育の時間・期間は、園により、また、お子さんの状況により異なるので、各施設 

でご確認ください。慣らし保育期間中も通常の利用者負担額をお支払いいただきます。 

 

②出産・育児休業 

・母親が妊娠・出産のため退職する場合は保育を必要とする理由がなくなるので、保育所を退所となります。 

ただし、出産月から２か月後の月末までは、継続して利用できます。別の事由で施設利用を希望する場合は 

改めて申込が必要です。利用調整の結果、入園できるかどうかはわかりません。 

・保護者が育児休業法に基づく育児休業を取得する場合 

育児は保育を必要とする事由にはならないため、本来は退所となりますが、最長で育児休業対象児童が 

１歳になる年度の末日までは、同一施設を利用する場合に限り継続して施設を利用できます。 

 （例）令和８年６月に第２子が生まれた場合・・・最長で令和１０年３月末までは第１子の継続利用が可能です。 

・育児休業の認定で入園された際は、入園月の翌月末までに復職していただく必要があります。入園時の認

定が就労の標準時間の認定であっても、復職証明書に記載の時間が１２０時間に満たない場合は短時間保

育に変更になる場合がございます。 

 

③施設の利用期間 

施設を利用できる期間は、原則支給認定証の有効期間と同じです。 

「求職活動」の認定の場合、認定最終月の２０日までに、就労証明書と施設型給付費等教育・保育給付認定

変更申請書の提出がなければ、認定終了のため引き続いての施設利用はできません。「妊娠・出産」の認定

の場合は出産月の２か月後の月末までです。期間終了日で認定は失効します。期間の延長はありません。 

継続して施設の利用を希望する場合は、新規申込者と同じ申込手続きが必要ですが、継続利用できる保 

証はありません。就労の事由で在園中に保護者が退職するなど、保育の必要性がなくなった場合は認定 

有効期間中であっても、施設の継続利用はできません。求職する場合は認定の変更申請をしてください。 

 

 



 ④退 所（園） 

  退所の際は、月末までに必ず退所届を提出してください。月途中での退所でも、利用者負担額は１か月分 

 お支払いただきます。 

次の場合も退所となります。 

   ・「求職」の事由で入園後３か月の間に、就労証明書の提出がなかったとき 

   ・「妊娠・出産」の事由で認定が失効したとき 

   ・保育を必要とする事由に該当しなくなったとき 

   ・転出するとき 

   ・正当な理由なく１か月以上登園しないとき 

 

⑤現況届 

   保育を必要とする状況の確認のため、年に１回「現況届」を提出していただきます。 

   未提出の場合や保育の必要性が確認できない場合は、保育認定もなくなりますので、退所となります。 

 

 ⑥保育を必要とする事由や家庭状況等の変更について 

   家庭状況の変更、就労先や就労時間の変更、認定事由の変更等の際は、変更届や認定の変更申請が必 

  要ですので、以下の手続を行ってください。 

   また、保育を必要とする理由がなくなったときは、保育認定もなくなりますので、退所となります。 

ただし、認定こども園を利用している３歳以上児（２号認定）は、定員超過等がない限り１号認定へ変更す 

ることで引き続き在園することが可能です。 

   書類提出先 ： 利用施設又は保育こども園課 （転園（８）は保育こども園課へ各月申込受付期間内に） 

   提出期限 ：   毎月２０日まで（２０日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日）  

※勤務先を変更するとき、退職するときは必ず必要書類を提出し、手続きをしてください。手続きせずに、保育の必要性に該当

していないことが判明した場合、退所となります。 ※証明書類の記載内容に不正・虚偽があった場合も同様です。 

※現況届提出時まで、変更の手続きをされない方が見受けられます。悪質であると判断される場合も退所となりますのでご注

意ください。 

 手続きが必要な場合 提出書類・留意事項等 

１ 和歌山市内の転居 変更届出書 

２ 
世帯構成（保護者）の変更  

（婚姻・離婚・祖父母との同居等） 

変更届出書 

婚姻の場合、保育を必要とする証明書が必要です。 

３ 
教育・保育給付認定区分の変更 

（２号⇒１号） 

施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

（認定こども園内での変更の際も必要です。） 

４ 
勤務先・勤務 

条件の変更 

保育必要量の変更なし 就労証明書、変更届出書 

保育必要量の変更有り 就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

５ 育児休業からの復職で入園したとき 
（復職後１か月以内に）復職証明書 

１か月以内の提出がない場合、復職予定月に復職していない
場合は、認定及び入園決定を取消します。 

６ 求職活動中の保護者が就職するとき 就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

７ 
保護者が 

退職するとき 

当分就労しない場合 保育所退所届出書 

求職する場合 
施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

３か月以内に就労証明書及び施設型給付費等教育・保育給付
認定変更申請書の提出がない場合は、退所となります。 

８ 転園したいとき 申込に必要な書類（４ページ記載） 

９ 
園の利用をやめるとき 
児童が和歌山市外へ転出するとき 

保育所退所届出書 
（認定こども園在園の場合は、直接園に申し出てください。） 



よくある質問 ～ Ｑ＆Ａ ～ 

 

＜申込みに関すること＞ 

 
Ｑ１： どの園がおすすめですか？ 

Ａ：施設によって規模、保育内容等が異なりますので、申込みの前に必ず見学に行き、第１希望から第５希望（そ 

れ以上も可）までを決めてください。 

Ｑ２： いつ申込めばいいですか？ 

Ａ：利用希望月の前々月の１６日から前月の１５日（１６日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、１５日が土・日・ 

祝日の場合はその直前の平日）が申込期間です。１５日の締切り後、市で利用の調整を行い、保育の必要性の高 

い方から順に決定して、翌月１日からの利用となります。４月入園は別に申込期間を設けて受け付けます。市報わ 

かやま、ホームページ等で確認してください。 

Ｑ３： 申込みをすれば入園できますか。先着順ですか？ 

Ａ：先着順ではありません。入園の可否は希望施設の空き状況、他の申込者の状況、保育の必要性の高さによって

決まります。 

Ｑ４： 現在市外に住んでいますが、申込みは可能ですか？ 

Ａ：利用開始日（毎月１日）までに保護者及び児童の住民異動ができる方は申込可能です。和歌山市の施設の利用

については、保護者・児童ともに和歌山市に住民票があることが前提です。和歌山市に転入予定の方は、利用開

始日までに、住民異動の手続をしてください。 

Ｑ５： これから仕事を始めたいのですが、申込みできますか？ 

Ａ：可能です。ただし、「求職活動」の事由での認定期間は３か月です。その間に就職し、就労証明書及び施設型給 

付費等教育・保育給付認定変更申請書の提出がなければ退所となります。 

Ｑ６： 出産予定のため、上の子を預けたいのですが。 

Ａ：出産予定月とその前後２か月間、最長で５か月の利用となります。８月１０日が出産予定日なら６月１日から 

１０月３１日まで利用可能です。１０月３１日で認定が失効しますので退所となります。別の理由で利用を希望する

場合は、新規申込者と同じ申込手続が必要です。利用調整をしますので、入園できるかどうかはわかりません。 

 

 

＜提出書類に関すること＞ 

 
Ｑ７： 申込みには何が必要ですか？ 

Ａ：教育・保育給付認定申請書と保育を必要とする事由を証明する書類、保育利用調整申込書、母子手帳、マイナン 

バー確認書類等が必要です。申込用紙や添付書類は、保育こども園課窓口又は保育施設で入手してください。添 

付書類様式の一部はホームページからダウンロードできます。 

Ｑ８： ８月１日に育児休業から仕事復帰します。いつから申込みできますか？ 

Ａ：育児休業の復職予定日の１か月前から利用申込が可能です。この場合は、７月からの利用申込（申込締切は６ 

月１５日）が可能です。空きがない場合や利用調整順位がより高い方がある場合は、入園できません。 

Ｑ９： 申込書には第１希望から第５希望まで記入するようになっていますが、第１希望だけ書いたほうが優先      

されますか？ 

Ａ：Ａ園を第１希望にした人と、第３希望にした人がいる場合、第３希望の人が保育の必要性が高ければ、第３希望の

人がＡ園に決定します。利用したいと思う施設を利用したい順番に記入してください。ただし、利用決定してから通

園するかどうか考えるという施設は記入しないでください。ほかの希望者の利用調整の妨げになります。 

Ｑ１０： 希望の月に入園できなかった場合、再度申込みの必要がありますか？ 

Ａ：希望月に入園できなかった場合は、保留通知と支給認定証を送付します。同年度中は、毎月利用調整を行い、入 

園していただけるようになったときに連絡します。 

  年度を越えての利用調整は行いません。翌年度４月からの利用申込は、例年１１月頃に受付を行います。 

  詳細は市報わかやま、ホームページ等でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜在園中の認定に関すること＞ 

 
Ｑ１１： 保育必要量、保育短時間・保育標準時間とは何ですか？ 

Ａ：保育必要量は仕事など「保育を必要とする事由」にかかる時間を認定します。短時間は１日８時間、標準時間は１

１時間までの範囲内で必要な時間を利用していただくものです。買物や家事の時間は含まれません。  

Ｑ１２： 認定の有効期間内は継続して施設を利用できますか？ 

Ａ：認定の有効期間内であっても、保育を必要とする理由がなくなった時点で、退所となります。 

保育こども園課までご連絡ください。 

Ｑ１３： 妊娠の事由認定で入園しました。出産後、育児休業を取得予定ですが継続して在園できますか？ 

Ａ：妊娠・出産の事由で入園した場合は、その後育児休業を取得する場合でも、継続利用はできません。 

育児休業時の継続利用（短時間保育）ができるのは、就労の事由で認定されて利用している場合のみです。 

Ｑ１４： 求職のため、きょうだい２人の申込みをしましたが空きがなく、１人だけの入園となりました。求職に専念        

できないため、まだ仕事が決まっていません。このまま在園できますか？ 

Ａ：求職の事由での認定有効期間は３か月です。認定期間最終月の２０日までに就労証明書と施設型給付費等教 

育・保育給付認定変更申請書を提出してください。提出がない場合は、認定終了により施設利用ができなくなりま 

す。 

Ｑ１５： 求職活動をするという理由で入園しましたが、特に活動をしていません。子どもは保育園を気に入って         

いるので、このまま在園したいのですが。 

Ａ：保育施設は保育を必要とする理由がない場合は利用していただけません。求職の事由での認定は３か月の間に 

仕事を見つけるという条件付の認定となっています。その間に就労が決まらなければ、認定終了により退所となり 

ます。 

 

＜利用者負担額に関すること＞ 

 
Ｑ１６： 利用者負担額は園によって違いますか？ 

Ａ：公立・私立保育所、認定こども園（保育部分）どの施設を利用しても利用者負担額は同じです。 

行事にかかる費用や雑費は施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。また、認定こども園 

では、別途入園に係る費用等が必要な場合もありますので、必ず事前にご確認ください。 

Ｑ１７： 給食費は別途必要ですか？ 

Ａ：３歳未満児の給食費は利用者負担額に含まれています。３歳以上児は給食費が別途必要となります。ただし、年 

収３６０万円未満相当の世帯や第３子以降の子どもに係る副食費については免除されます。 

Ｑ１８： 利用者負担額はどのような計算で決まりますか？ 

Ａ：父と母の市町村民税額の合計で決まります。父母の所得が生活保護基準以下の場合、生計を同じにする祖父母 

等がいれば、祖父母等の市町村民税額によって決まります。 

Ｑ１９： 父親が海外に単身赴任しています。利用者負担額はどうなりますか？ 

Ａ：国内外の単身赴任中も利用者負担額は父母の市町村民税額の合計で決まります。住民登録のある市町村の課 

税関係書類又は（日本に住民登録がない場合は）所得額がわかる書類を提出してください。  

Ｑ２０： 離婚を前提に別居しています。利用者負担額は変わりますか？ 

Ａ：離婚調停中を除いて、別居中の利用者負担額は変わりません。離婚し、住民票も別になったのが確認できた 

翌月からの変更となります。離婚後、変更届出書と支給認定証を提出してください。 

  

 

＜入園時と状況が変わったとき＞ 

 
Ｑ２１： 保育短時間の認定を受けていますが、転職して勤務時間が長くなりました。どんな手続が必要ですか？ 

Ａ：保育必要量の変更など認定内容の変更には施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書、支給認定証と変 

更を証明する書類 （この場合は転職後の就労証明書）を２０日までに提出してください。申請した翌月からの変更 

となります。 

Ｑ２２： 就労のため、保育所を利用していますが、妊娠しました。出産後、育児休業を取得予定ですが、上の      

子は続けて保育所を利用できますか？ 

Ａ：就労の事由で在園中に出産し、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得する場合は、育児休業対象児童が 

最長１歳になる年度末まで上のお子さんは継続して利用できます。（それ以上の期間、育児休業 

を取得する場合は、退所となります。）認定の変更が必要ですので、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申 

請書、支給認定証、育児休業取得証明書（就労証明書）を提出してください。（「育児休業」の認定中は短時間保育 

となります。） 

 


